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※70歳未満の人の場合、保険料を滞納していると限度額適用認定証が交付されない場合があります
※この制度は個人単位で、かつ医療機関ごとに適用されます

保険年金課

医者から医療費が高額にな
るかもしれないと言われた

市役所で限度額適用認定証
を申請し、交付を受ける

病院・薬局などの窓口で
限度額適用認定証を提示
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対象者
70歳未満の人
70歳以上75歳未満で市民税非
課税世帯の人
70歳以上75歳未満で市民税非
課税世帯でない人
市民税非課税世帯の人

市民税非課税世帯でない人

市役所での手続き
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必要ありません
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必要ありません
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限度額適用認定証を提示
後期高齢者医療被保険者
証を提示

加入保険

2012.3 1011 2012.3

　｢限度額適用認定証」は医療機関などで高額な診療を受ける時、医療費の窓口
負担を自己負担限度額で留めるものです。
　４月１日から、従来の入院での適用に加えて外来受診でも使えるようになりま
す。１つの医療機関で外来や入院などで高額な窓口負担をしそうな人は、あらか
じめご相談ください。
＜認定証申請から提示までの流れ＞
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◯◯◯◯保険限度額適用認定証

　都市計画公園・井口公園の面積の変更を行うため、原案の縦覧を行います。公聴会で意見を述べよう
とする人は、事前に公述申立書を提出してください。

●縦覧・公述申立書
縦覧期間　３月21日㈬～４月４日㈬の執務時間内
縦覧場所　都市計画課
公述申立書提出方法　都市計画課に備え付けの
　用紙に意見を記入し、郵送または直接提出

●公聴会
とき　５月15日㈫午後２時～４時
ところ　津山市総合福祉会館
　公述申立書を提出した人が多数の場合は、公述人の人数または時間をあらかじめ制限することがあり
ます。また、原案に関係のない意見は述べることはできません。
※縦覧期間中に公述申立書の提出がなかった場合は、公聴会は中止されます。なお、その場合は市ホー
ムページでお知らせします
※公聴会の傍聴を希望する人は、当日会場へおこしください（定員80人・先着順）
問い合わせ先　〒708-8501津山市山北520都市計画課(市役所５階）332-2096

都市計画公園の変更の原案の縦覧と公聴会

森林の土地所有者届出制度
●森林を取得した時は届け出が必要
森林法が改正され、４月から地域森林計画の対
象になっている森林を売買や相続などで新たに
取得した時は、面積の多少に関わらず届け出が
必要になります
●届け出は取得した森林がある市町村へ
個人・法人を問わず、所有者となった日から90
日以内に取得した土地がある市町村に届け出を
行ってください
●間伐などの事業の集約、効率化をサポート
森林の所有者の異動を把
握することで行政機関な
どが所有者に助言を行う
など、森林に関する事業
の集約・効率化を手助け
することができます
※３月31日現在で所有する森林の土地については
届け出不要です
問い合わせ先　森林課(市役所４階）332-2078、
　県美作県民局森林企画課323-1377

犯罪被害者支援相談窓口
　４月から「津山市犯罪被害者等支援条例」を施
行します。これに合わせて環境生活課に犯罪被害
者支援相談窓口を設置します。
＜犯罪被害者支援相談窓口でこう変わる＞
●ワンストップサービス
　犯罪に遭われた相談者の心情に配慮して行政手
続きなどで相談者が各相談窓口に出向くことな
く、犯罪被害者支援相談窓口で手続きができる
ように調整します
●関係機関と連携した支援
必要に応じて、その他の
支援団体の紹介や心のケ
ア、住居のあっせんなど
の支援を行います。ま
た、関係機関と連携して
市民などが理解を深めら
れるよう情報提供や啓発
活動に取り組みます
問い合わせ先　環境生活課(市役所１階１番窓口)
332-2056

｢犯罪被害者支援相談窓口｣と｢森林の土地所有届出制度｣

認定証
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問い合わせ先　保険年金課（市役所１階７番窓口）332-2071・32-2073

ご存知ですか？限度額適用認定証  ～４月から、外来受診でも使えます～
４月か

ら

スター
ト 国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入の皆さんへ


